
○下野市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱 

平成２３年５月１０日 

告示第７９号 

改正 平成２６年３月１７日告示第３６号 

平成２６年４月１日告示第５７号 

平成２７年４月１日告示第７５号 

平成２９年３月１日告示２８号 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第９条第３項及び障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第８８条第１項の規定に基づき、下野市障がい者福祉計画（以下「計画」という。）

を策定するに当たり、計画案を検討するため、下野市障がい者福祉計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（平２６告示５７・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報

告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって組織するものとし、委員は、次に揚げ

るもののうちから市長が委嘱する。 

（１） 下野市地域自立支援協議会委員 

（２） 公募による者 

（３） その他市長が必要と認める者 

（平２６告示５７・一部改正） 

（平２９告示２８・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、下野市障がい者福祉計画の策定をもって満了とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。 

資料 ２ 



２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 

（検討部会） 

第７条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に検討部会を置く。 

２ 検討部会の部会員は、健康福祉部長及び社会福祉課長のほか、別表に掲げる課

に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。 

３ 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康福祉部長、副部会長に

は社会福祉課長をもって充てる。 

４ 検討部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 検討部会は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会及び検討部会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 第６条の規定に関わらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。 



附 則（平成２６年３月１７日告示第３６号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日告示第５７号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日告示第７５号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１日告示第２８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

（平２６告示３６・平２７告示７５・一部改正） 

総合政策課、安全安心課、社会福祉課、こども福祉課、高齢福祉課、健康増進課、

学校教育課 

 


